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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示すべき垂直期間の画像信号を液晶表示パネルに書き込むとともに、バックライト光
源を１垂直期間内で間欠点灯する液晶表示装置であって、
　前記表示すべき垂直期間の画像信号の特徴量を検出する手段と、
　前記検出された特徴量に基づいて、前記バックライト光源の同時発光領域の大きさを、
１垂直期間単位で可変制御することにより、ピーク輝度を変調する手段とを備えたことを
特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記バックライト光源は、前記液晶表示パネルに供給される垂直同期信号に同期して１
垂直期間毎に全面フラッシュ発光するものであることを特徴とする請求項１に記載の液晶
表示装置。
【請求項３】
　同時発光するバックライト光源を１垂直期間毎に切り替えることを特徴とする請求項２
に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記バックライト光源は、複数の発光領域を前記液晶表示パネルに供給される垂直同期
信号及び水平同期信号に同期して順次スキャン点灯するものであることを特徴とする請求
項１に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
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　前記複数の発光領域のそれぞれにおいて同時発光するバックライト光源を１垂直期間毎
に切り替えることを特徴とする請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記画像信号の特徴量は、１垂直期間内の平均輝度、最大輝度、最小輝度、輝度の発生
分布のいずれか一つまたは二つ以上の組合せにより求められるものであることを特徴とす
る請求項１乃至５のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　液晶表示パネルの裏面に、直下型のバックライト光源を配置した液晶表示装置であって
、
　前記液晶表示パネルに表示すべき垂直期間の画像信号の特徴量を検出する手段と、
　前記検出された特徴量に基づいて、前記バックライト光源の同時発光領域の大きさを、
１垂直期間単位で可変制御することにより、ピーク輝度を変調する手段とを備えたことを
特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、バックライト光源により液晶表示パネルを照明して画像を表示する液晶表示装
置に関し、特にインパルス型表示に近づけることにより、動画表示の際に生じる動きぼけ
を防止する液晶表示装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、高精細、低消費電力、省スペースを実現できる液晶表示装置（ＬＣＤ）等のフラッ
トパネル型表示装置（ＦＰＤ）が盛んに開発されてきており、その中でも特にコンピュー
タ表示装置やテレビジョン表示装置等の用途へのＬＣＤの普及は目覚しいものがある。し
かしながら、このような用途に従来から主として用いられてきた陰極線管（ＣＲＴ）表示
装置に対して、ＬＣＤにおいては、動きのある画像を表示した場合に、観視者には動き部
分の輪郭がぼけて知覚されてしまうという、いわゆる「動きぼけ」の欠点が指摘されてい
る。
【０００３】
動画表示における動きぼけが液晶の光学応答時間の遅れ以外に、例えば特開平９－３２５
７１５号公報に記載されているように、ＬＣＤの表示方式そのものにも起因するという指
摘がなされている。電子ビームを走査して蛍光体を発光させて表示を行うＣＲＴ表示装置
においては、各画素の発光は蛍光体の若干の残光はあるものの概ねインパルス状となる、
いわゆるインパルス型表示方式となっている。
【０００４】
これに対して、ＬＣＤ表示装置においては、液晶に電界を印加することにより蓄えられた
電荷が次に電界を印加するまで比較的高い割合で保持されるため（特にＴＦＴ ＬＣＤに
おいては、画素を構成するドット毎にＴＦＴスイッチが設けられており、さらに通常は各
画素毎に補助容量が設けられているので蓄えられた電荷の保持能力がきわめて高い）、液
晶画素が次のフレームの画像情報に基づく電界印加により書き換えられるまで発光し続け
るという、いわゆるホールド型表示方式である。
【０００５】
このような、ホールド型表示装置においては、画像表示光のインパルス応答が時間的な広
がりを持つため、時間周波数特性が劣化して、それに伴い空間周波数特性も低下し、観視
画像のぼけが生じる。そこで、上述の特開平９－３２５７１５号公報においては、表示面
に設けたシャッタもしくは光源ランプ（バックライト）をオン／オフ制御することにより
、表示画像の各フィールド期間の後半のみ表示光を観視者に提示して、インパルス応答の
時間的広がりを制限することにより、観視画像の動きぼけを改善する表示装置が提案され
ている。
【０００６】
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これについて、図１６及び図１７とともに説明する。図１６において、１１はストロボラ
ンプ等の高速に点灯／消灯が可能な光源ランプ、１２は光源ランプ１１に電力を供給する
電源、１３は電気的な画像信号を画像表示光に変換する、ＴＦＴ型液晶などの透過型の表
示素子、１６は画像信号と同期信号とにより表示素子１３を駆動するための駆動信号を発
生する駆動回路、１７は入力された同期信号の垂直同期に同期した制御パルスを発生させ
、電源１２のオン／オフを制御するためのパルス発生回路である。
【０００７】
光源ランプ１１は、電源１２からのパルス状の電力供給によって、点灯率が５０％の場合
、フィールド期間Ｔ内の時刻ｔ１から時刻ｔ２までの期間だけ消灯し、時刻ｔ２から時刻
ｔ３までの期間だけ点灯する（図１７参照）。また、電源１２からのパルス状の電力供給
によって、点灯率が２５％の場合、フィールド期間Ｔ内の時刻ｔ１から時刻ｔ６までの期
間だけ消灯し、時刻ｔ６から時刻ｔ３までの期間だけ点灯する（図１７参照）。
【０００８】
すなわち、パルス発生回路１７及び電源１２により光源ランプ１１の発光期間が制御され
る。従って、画像ディスプレイとしての画像表示光の総合的な応答は、例えば、点灯率が
５０％である場合、時刻ｔ２から時刻ｔ３までの時間のパルスオン波形、時刻ｔ４から時
刻ｔ５までの時間のパルスオン波形のみとなる。このため、ディスプレイ総合応答の時間
的な広がりは減少し、その時間周波数特性もよりフラットな特性に改善されるので、動画
表示時の画質劣化も改善される。
【０００９】
このように、表示すべき１垂直期間内の画像信号を書き込んで所定時間を経過した後に、
バックライト光源を全面点灯させることにより、動画表示の際に生じる動きぼけ等の画質
劣化を改善する方式は全面フラッシュ型と呼ばれ、上記特開平９－３２５７１５号公報の
他にも、例えば特開２００１－２０１７６３号公報、特開２００２－５５６５７号公報等
にて開示されている。
【００１０】
また、上述の全面フラッシュ型のバックライト点灯方式に対して、例えば特開平１１－２
０２２８６号公報、特開２０００－３２１５５１号公報、特開２００１－２９６８３８号
公報には、複数の分割表示領域に対応する発光分割領域毎にバックライト光源を順次スキ
ャン点灯させることにより、動画表示の際に生じる動きぼけ等の画質劣化を改善する、所
謂走査型のバックライト点灯方式が提案されている。
【００１１】
このようにバックライトを順次高速点滅させることで、ホールド型駆動の表示状態からＣ
ＲＴのようなインパルス型駆動の表示に近づけるものについて、図１８乃至図２０ととも
に説明する。図１８においては、液晶表示パネル２０２の裏面に複数（ここでは４本）の
直下型蛍光灯ランプ（ＣＣＦＴ）２０３～２０６を走査線に平行な方向に配置し、液晶表
示パネル２０２の走査信号に同期させて各ランプ２０３～２０６を上下方向に順次点灯さ
せる。尚、各ランプ２０３～２０６は液晶表示パネル２０２を水平方向に４分割した各表
示領域に対応している。
【００１２】
図１９は図１８に対応したランプの点灯タイミングを示す図である。図１９において、Ｈ
ｉｇｈの状態がランプの点灯状態を示す。例えば、液晶表示パネル２０２における上側１
／４の分割表示領域に対して、１フレーム中の（１）のタイミングで映像信号が書き込ま
れ、（２）の液晶応答期間だけ遅延して、（３）のタイミングで蛍光灯ランプ２０３を点
灯させる。このように、映像信号の書き込み後、各分割表示領域に対して１本のランプの
みを点灯させる動作を、１フレーム期間内で順次繰り返す。
【００１３】
これによって、液晶のホールド型駆動の表示状態からＣＲＴのインパルス型駆動の表示状
態に近づけることが可能となるため、動画表示を行った場合に１フレーム前の映像信号が
認識されなくなり、エッジボケによる動画表示品位の低下を防ぐことができる。尚、図２
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０に示すように、ランプを２本ずつ同時に点灯させることによっても、同様の効果を得る
ことができるばかりでなく、バックライトの点灯時間を長くすることが可能であり、バッ
クライト輝度の低下を抑制することができる。
【００１４】
また、この走査型のバックライト点灯方式においては、複数の分割表示領域毎に、液晶が
光学的に十分応答したタイミングで、対応する発光領域を点灯させるので、液晶への画像
の書き込みからバックライト光源が点灯するまでの期間を、表示画面位置（上下位置）に
関わらず均一化させることが可能であり、従って表示画面の位置によらず動画の動きぼけ
を十分に改善することができるという利点がある。
【００１５】
さらに、上述したバックライトの間欠駆動方式に対して、例えば特開平９－１２７９１７
号公報、特開平１１－１０９９２１号公報には、バックライト光源を１フレーム内で間欠
駆動するのではなく、１フレーム内において映像信号と黒信号とを繰返し液晶表示パネル
に書き込むことにより、ある映像信号のフレームを走査してから次のフレームを走査する
まで、画素の発光時間（画像表示期間）を短縮して、擬似的なインパルス型表示を実現す
る、所謂黒書込型の液晶表示装置が提案されている。
【００１６】
【特許文献１】
特開平９－３２５７１５号公報
【特許文献２】
特開２００１－２０１７６３号公報
【特許文献３】
特開２００２－５５６５７号公報
【特許文献４】
特開平１１－２０２２８６号公報
【特許文献５】
特開２０００－３２１５５１号公報
【特許文献６】
特開２００１－２９６８３８号公報
【特許文献７】
特開平９－１２７９１７号公報
【特許文献８】
特開平１１－１０９９２１号公報
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の技術は、ホールド型表示装置において動画表示の際に生じる動きぼけによ
る画質劣化を改善するために、１フレーム（例えば60Hzのプログレッシブスキャンの場合
は16.7msec）内で、バックライト間欠駆動を行ったり、画像表示信号に続いて黒表示信号
を液晶表示パネルに書き込むことで画像表示期間を短縮し、、擬似的にホールド型駆動の
表示状態からＣＲＴのようなインパルス型駆動の表示に近づけるものである。
【００１８】
ところで、動きがある画像を高画質に表示するための技術要素の一つとしてＣＲＴのピー
ク輝度がある。図２１に示すように、ＣＲＴでは表示する画像内容に応じてピーク輝度が
ダイナミックに変化する特徴を有しており、これが動画像の画質にメリハリをつける結果
となり、高画質を実現していることが知られている。
【００１９】
これに対して、一般的な液晶表示装置の場合、図２１に示すように、表示画像内容に関係
なくバックライトの光量が常に一定であるため、ピーク輝度が変化せず、画質にメリハリ
がない（コントラストが劣る）動画表示となってしまうばかりでなく、バックライト光源
を常時点灯しているため、バックライト光源の寿命を縮めるとともに、消費電力を低減す
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ることができないという問題を有している。
【００２０】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、表示画像内容に応じてバックライト
光源の駆動を制御することにより、動きぼけの防止による画質向上に加えて、ピーク輝度
変調による画質向上を容易に実現することが可能な液晶表示装置を提供するものである。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
　本願の第１の発明は、表示すべき垂直期間の画像信号を液晶表示パネルに書き込むとと
もに、バックライト光源を１垂直期間内で間欠点灯する液晶表示装置であって、前記表示
すべき垂直期間の画像信号の特徴量を検出する手段と、前記検出された特徴量に基づいて
、前記バックライト光源の同時発光領域の大きさを、１垂直期間単位で可変制御すること
により、ピーク輝度を変調する手段とを備えたことを特徴とする。
【００２２】
本願の第２の発明は、前記第１の発明において、前記バックライト光源が、前記液晶表示
パネルに供給される垂直同期信号に同期して１垂直期間毎に全面フラッシュ発光するもの
であることを特徴とする。
【００２３】
　本願の第３の発明は、前記第２の発明において、同時発光するバックライト光源を１垂
直期間毎に切り替えることを特徴とする。
【００２４】
　本願の第４の発明は、前記第１の発明において、前記バックライト光源が、複数の発光
領域を前記液晶表示パネルに供給される垂直同期信号及び水平同期信号に同期して順次ス
キャン点灯するものであることを特徴とする。
【００２５】
　本願の第５の発明は、前記第４の発明において、前記複数の発光領域のそれぞれにおい
て同時発光するバックライト光源を１垂直期間毎に切り替えることを特徴とする。
【００２６】
　本願の第６の発明は、前記画像信号の特徴量が、１垂直期間内の平均輝度、最大輝度、
最小輝度、輝度の発生分布のいずれか一つまたは二つ以上の組合せにより求められるもの
であることを特徴とする。
【００２７】
　本願の第７の発明は、液晶表示パネルの裏面に、直下型のバックライト光源を配置した
液晶表示装置であって、前記液晶表示パネルに表示すべき垂直期間の画像信号の特徴量を
検出する手段と、前記検出された特徴量に基づいて、前記バックライト光源の同時発光領
域の大きさを、１垂直期間単位で可変制御することにより、ピーク輝度を変調する手段と
を備えたことを特徴とする。
【００３０】
　本発明の液晶表示装置によれば、画像の明暗などの特徴量に応じて、バックライト光源
の同時点灯領域の大きさを適切に自動切換することにより、バックライト光量（ピーク輝
度）を可変制御して、ＣＲＴと同様なピーク輝度特性を実現しているため、ＣＲＴと同様
にメリハリのある高画質を容易に実現することができる。
【００３２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の第１の実施形態について、図１乃至図３とともに詳細に説明する。ここで
、図１は本実施形態の液晶表示装置における要部概略構成を示す機能ブロック図、図２は
本実施形態の液晶表示装置における基本動作原理を説明するための説明図、図３は本実施
形態の液晶表示装置における基本動作原理を説明するための説明図である。
【００３３】
本実施形態においては、図１に示すように、液晶層と該液晶層に走査信号及びデータ信号
を印加するための電極とを有するアクティブマトリクス型の液晶表示パネル１と、入力画
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像信号と垂直・水平同期信号に基づいて、前記液晶表示パネル１のデータ電極及び走査電
極を駆動するための電極駆動部２と、前記液晶表示パネル１の裏面に配置された直下型の
バックライト光源３と、該バックライト光源３を１垂直期間内で消灯／点灯の間欠駆動制
御する光源制御部４とを備えている。
【００３４】
さらに、入力画像信号の特徴量として１画面当たりの平均輝度レベル（ＡＰＬ）を検出す
るためのＡＰＬ検出部５を備えており、ここで検出された平均輝度レベルは光源制御部４
へ出力される。光源制御部４は、入力画像信号の垂直同期信号と平均輝度レベルとに基づ
いて、バックライト光源３を点灯／消灯するタイミングを制御する。
【００３５】
尚、上記バックライト光源３としては、直下型蛍光灯ランプの他、直下型又はサイド照射
型のＬＥＤ光源、ＥＬ光源などを用いることができる。特にＬＥＤ（発光ダイオード）は
応答速度が数十ｎｓ～数百ｎｓであり、蛍光灯ランプのｍｓオーダーに比べて応答性が良
好なため、よりスイッチングに適した点灯／消灯状態を実現することが可能である。
【００３６】
本実施形態の液晶表示装置は、全面フラッシュ型のバックライト点灯方式により、動画表
示の際に生じる動きぼけを防止するものである。すなわち、図２に示すように、表示画面
の全走査期間（画像の書き込み）が完了してから、予め決められた液晶の応答期間分だけ
遅延させた後、バックライト光源３に駆動波形を印加することにより、図中網掛け部分で
示すバックライト点灯期間に、バックライト光源３を表示画面の全面に対して一斉に点灯
（フラッシュ発光）させる。
【００３７】
ここで、図２中網掛け部分で示すバックライト点灯期間を、ＡＰＬ検出部５により検出さ
れた画像の平均輝度レベル（画像の明るさ）に応じて可変することによって、表示画像内
容に連動してバックライトの光量（ピーク輝度）を変化させる。具体的には、図２１に示
したＣＲＴのピーク輝度特性と同じになるように、バックライト点灯期間（点灯タイミン
グ／消灯タイミング）を可変制御する。
【００３８】
すなわち、入力画像の平均輝度レベルが小さい場合は、予め決められた液晶の応答期間だ
け遅延した後、すぐにバックライト光線３を点灯させて、次のフレームの走査期間が始ま
るまで、バックライト点灯期間を保持する。逆に入力画像の平均輝度レベルが大きい場合
は、バックライト点灯タイミングを遅らせるか、バックライト消灯タイミングを早めるか
して、バックライト点灯期間を短縮する。
【００３９】
尚、本実施形態においては、１フレーム期間から液晶応答期間及びバックライト点灯期間
を除いた期間内で、１フレーム分の画像信号を液晶表示パネル１の全画面にわたって書込
走査する必要があるため、図示しない周波数変換部により入力画像信号のフレーム周波数
を高周波数に変換した後、電極駆動部２に入力している。
【００４０】
ここで、バックライト点灯期間を十分確保するためには、例えば図３に示すように、入力
画像信号のフレーム周波数を更に高周波に変換して、画像書込走査期間を短縮すれば良く
、従って入力画像信号の平均輝度レベルが小さい場合、入力画像信号のフレーム周波数を
高くするように可変制御して、バックライト点灯期間を増大させることも可能である。こ
のように、画像の平均輝度レベルに応じて、入力画像信号のフレーム周波数を変換するこ
とにより、バックライト点灯期間の設定自由度を大幅に向上させることができる。
【００４１】
以上のように、本実施形態の液晶表示装置においては、全面フラッシュ型のバックライト
点灯方式を用いてインパルス型駆動の表示状態に近づけることで動きぼけを防止する際、
表示画像内容に応じてバックライト光源の点灯期間（タイミング）を制御しているので、
動きぼけの防止による画質向上に加え、ＣＲＴと同様にメリハリのある高画質を容易に実
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現することができる。さらに、画像の平均輝度が大きい場合は、バックライト点灯期間を
短縮するように制御しているため、バックライト光源の長寿命化、低消費電力化を実現す
ることが可能である。
【００４２】
尚、上記実施形態においては、表示画像内容の特徴として入力画像信号の平均輝度レベル
に基づいて、バックライト光源３の点灯時間を可変制御する場合について説明したが、こ
れ以外にも１フレーム内の最大輝度レベルや最小輝度レベル、輝度の発生分布（ヒストグ
ラム）を用いたり、またはこれらを適宜組み合わせて求めた特徴量に基づいて、バックラ
イト光源３の点灯時間を可変制御しても良い。さらに、上記入力画像信号の特徴量に加え
て、外光照度（周囲の明るさ）などの使用環境条件を用いて、バックライト光源３の点灯
時間を可変制御するようにしても良い。
【００４３】
次に、本発明の第２の実施形態について、図４とともに説明するが、上記第１の実施形態
と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。ここで、図４は本実施形態の液晶
表示装置における基本動作原理を説明するための説明図である。
【００４４】
本実施形態の液晶表示装置は、走査型のバックライト点灯方式により、動画表示の際に生
じる動きぼけを防止するものであるが、基本的な機能ブロック図は図１とともに上述した
第１の実施形態のものと同様である。異なるのは、走査線と平行に配置された複数本の直
下型蛍光灯ランプや、複数個の直下型又はサイド照射型のＬＥＤ光源、ＥＬ光源などを用
いて構成されたバックライト光源３のうち、所定の本数（個数）を１発光領域としてこれ
らを１フレーム内で順次スキャン点灯するよう制御している点である。光源制御部４は、
入力画像信号の垂直／水平同期信号と平均輝度レベルとに基づいて、各発光領域を順次ス
キャン点灯するタイミングを制御している。
【００４５】
すなわち、本実施形態では、図４に示すように、ある水平ライン群（表示分割領域）の走
査（画像の書き込み）が完了してから、液晶の応答遅延分を考慮して、該水平ライン群に
対応するバックライト光源３の発光領域（ある蛍光灯ランプ群又はＬＥＤ群）を点灯させ
る。これを上下方向に次の領域、・・・と繰り返す。これによって、図４中の網掛け部分
で示すように、バックライト点灯期間を、画像信号の書込走査箇所に対応して、時間の経
過に伴い発光領域単位で、順次移行させることができる。
【００４６】
ここで、図４中網掛け部分で示す各発光領域のバックライト点灯期間を、ＡＰＬ検出部５
により検出された入力画像信号の１フレーム内における平均輝度レベル（ＡＰＬ）、すな
わち画像の明るさに応じて可変することにより、表示画像内容に連動してバックライトの
光量（ピーク輝度）を変化させる。具体的には、図２１に示したＣＲＴのピーク輝度特性
と同じになるように、バックライト点灯期間（点灯タイミング／消灯タイミング）を可変
制御する。
【００４７】
すなわち、入力画像の平均輝度レベルが小さい場合は、各発光領域におけるバックライト
点灯期間を大きくとる。逆に入力画像の平均輝度レベルが大きい場合は、バックライト点
灯タイミングを遅らせるか、バックライト消灯タイミングを早めるかして、各発光領域に
おけるバックライト点灯期間を短縮する。ここで、画面位置による輝度ムラの発生を防止
するため、各発光領域のバックライト点灯期間は、１フレーム毎に決定され、１フレーム
内では変化させないこととする。
【００４８】
尚、図４に示した例においては、１フレーム期間内で１フレーム分の画像信号を液晶表示
パネル１の全画面にわたって書込走査しているため、入力画像信号のフレーム周波数に変
更を加えていないが、各発光領域のバックライト点灯期間を十分確保するためには、入力
画像信号のフレーム周波数を高周波に変換すれば良い。すなわち、入力画像の平均輝度レ
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ベルが小さくなる程、入力画像信号のフレーム周波数を高くするように可変制御すること
で、画像信号の書込走査期間を短縮することができ、その分バックライト点灯期間を増大
させることが可能となる。
【００４９】
以上のように、本実施形態の液晶表示装置においては、走査型のバックライト点灯方式を
用いてインパルス型駆動の表示状態に近づけることで動きぼけを防止する際、表示画像内
容に応じて各発光領域のバックライト点灯期間を制御しているので、動きぼけの防止によ
る画質向上に加え、ＣＲＴと同様にメリハリのある高画質を容易に実現することができる
。さらに、画像の平均輝度が大きい場合は、バックライト点灯期間を短縮するように制御
しているため、バックライト光源の長寿命化、低消費電力化を実現することが可能である
。
【００５０】
尚、上記実施形態においては、表示画像内容の特徴として入力画像信号の平均輝度レベル
に基づいて、バックライト光源３の各発光領域における点灯時間を可変制御する場合につ
いて説明したが、これ以外にも１フレーム内の最大輝度レベルや最小輝度レベル、輝度の
発生分布（ヒストグラム）を用いたり、またはこれらを適宜組み合わせて求めた特徴量に
基づいて、バックライト光源３の各発光領域における点灯時間を可変制御しても良い。さ
らに、上記入力画像信号の特徴量に加えて、外光照度（周囲の明るさ）などの使用環境条
件を用いて、バックライト光源３の点灯時間を可変制御するようにしても良い。
【００５１】
また、図４に示したものにおいては、バックライト光源３を８つの発光領域（水平ライン
群）に分割して順次スキャン点灯しているが、発光分割領域の数は２以上であればいくつ
でも良く、また各発光領域はバックライト光源３を水平方向（走査線と平行方向）に分割
した領域に限られないことは明らかである。この点においても、バックライト光源３とし
て直下型平面ＬＥＤを用いた場合の方が、発光分割領域の設定を自由度の高いものとする
ことができる。
【００５２】
次に、本発明の第３の実施形態について、図５乃至図１０とともに説明するが、上記第２
の実施形態と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。ここで、図５は本実施
形態の液晶表示装置における基本動作原理を説明するための説明図、図６、図８は本実施
形態の液晶表示装置におけるバックライト光源の点灯動作例を示す要部側断面図、図７、
図９は本実施形態の液晶表示装置における照明分布の遷移例を示す概略説明図、図１０は
本実施形態の液晶表示装置における入力画像の平均輝度レベルと同時点灯光源数との関係
を示す概略説明図である。
【００５３】
本実施形態の液晶表示装置は、上述した第２の実施形態と同様、走査型のバックライト点
灯方式により、動画表示の際に生じる動きぼけを防止するものであり、特に入力画像の特
徴量に基づいて、バックライト光源３による同時発光領域（ある時間において同時に点灯
しているバックライトの数）を可変制御することにより、ピーク輝度変調を実現している
点に特徴を有する。
【００５４】
すなわち、図５においては、バックライト光源３を８つの発光領域（蛍光灯ランプ群又は
ＬＥＤ群）に分割して、１フレーム周期でこれらを順次スキャン点灯しているが、ある瞬
間において同時に発光している領域を、ＡＰＬ検出部５で検出した画像の平均輝度レベル
（画像の明るさ）に応じて可変制御することにより、図２１に示したＣＲＴのピーク輝度
特性とほぼ同じになるように、バックライトの光量（ピーク輝度）を変化させる。尚、図
５に示した例では、３つの発光領域（水平ライン群）により同時発光領域が形成されてい
る。
【００５５】
例えば、バックライト光源３として、走査線と平行方向（水平方向）に配置された８本の
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直下型蛍光灯ランプを用い、それぞれの蛍光灯ランプが８つの発光領域の各々に対応して
いる場合の具体的な動作例について、図６乃至図１０とともに詳細に説明する。
【００５６】
ＡＰＬ検出部５で検出された入力画像の平均輝度レベルが、図１０におけるｃで示す範囲
にある場合は、図６に示すように、常に３本の蛍光灯ランプが同時に点灯する状態で、各
蛍光灯ランプの点灯／消灯を上から下へ１フレーム周期で順次走査させる。このとき、表
示画面上では、図７に示すように、水平ストライプ状の同時発光領域（全画面に対し３／
８の領域）が上下方向に遷移し、１フレーム期間で元の状態に戻ることとなる。
【００５７】
次に、入力画像の平均輝度レベルが小さくなる方向に変化し、図１０におけるｂで示す範
囲になった場合は、図８に示すように、常に４本の蛍光灯ランプが同時に点灯する状態で
、各蛍光灯ランプの点灯／消灯を１フレーム周期で上から下へ順次走査するように制御す
る。このとき、表示画面上では、図９に示すように、水平ストライプ状の同時発光領域（
全画面に対し１／２の領域）が上下方向に遷移し、１フレーム期間で元の状態に戻ること
となる。
【００５８】
同様に、入力画像の平均輝度レベルがさらに小さくなる方向に変化し、図１０におけるａ
で示す範囲になった場合は、同時点灯する蛍光灯ランプの本数を５本に増加して、各蛍光
灯ランプを１フレーム内で上から下へ順次スキャン点灯させる（同時発光領域は全画面に
対し５／８の領域）。一方、入力画像の平均輝度レベルが大きくなる方向に変化し、図１
０におけるｄで示す範囲になった場合は、同時点灯する蛍光灯ランプの本数を２本に減少
して、各蛍光灯ランプを１フレーム内で上から下へ順次スキャン点灯させる（同時発光領
域は全画面に対し１／４の領域）。
【００５９】
このように、画像の平均輝度レベルに応じて、同時発光領域の大きさを可変することによ
り、バックライトの光量（ピーク輝度）を多段階に適宜制御することが可能となり、図２
１に示したＣＲＴのピーク輝度特性と近似した特性にて、画像を表示することができる。
【００６０】
もちろん、本実施形態においても、蛍光灯ランプの本数や発光分割領域の数は、上記のも
のに限られるものではなく、特にＬＥＤ光源、ＥＬ光源を用いた場合には、発光分割領域
をきめ細かく設定して、さらに多段階のピーク輝度制御を行うことも可能である。尚、画
面位置による輝度ムラの発生を招来しないため、同時発光領域の大きさは、１フレーム毎
に決定され、１フレーム内では変化させない。
【００６１】
以上のように、本実施形態の液晶表示装置においては、走査型のバックライト点灯方式を
用いてインパルス型駆動の表示状態に近づけることで動きぼけを防止する際、表示画像内
容に応じて同時発光領域を制御するため、動きぼけの防止による画質向上に加え、ＣＲＴ
と同様にメリハリのある高画質を容易に実現することができる。さらに、画像の平均輝度
が大きい場合は、バックライト点灯期間が短縮されることとなるため、バックライト光源
の長寿命化、低消費電力化を実現することが可能である。
【００６２】
尚、上記実施形態においても、表示画像内容の特徴として入力画像信号の平均輝度レベル
に基づいて、バックライト光源３の同時発光領域の大きさを可変制御する場合について説
明したが、これ以外にも１フレーム内の最大輝度レベルや最小輝度レベル、輝度の発生分
布（ヒストグラム）を用いたり、またはこれらを適宜組み合わせて求めた特徴量に基づい
て、バックライト光源３における同時発光領域の大きさを可変制御しても良い。さらに、
上記入力画像信号の特徴量に加えて、外光照度（周囲の明るさ）などの使用環境条件を用
いて、バックライト光源３の同時発光領域の大きさを可変制御するようにしても良い。
【００６３】
さらに、本発明の第４の実施形態について、図１１及び図１２とともに説明するが、上記
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第３の実施形態と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。ここで、図１１は
本実施形態の液晶表示装置におけるバックライト光源の構成を示す要部側断面図、図１２
は本実施形態の液晶表示装置における基本動作原理を説明するための説明図である。
【００６４】
本実施形態の液晶表示装置は、上述した第３の実施形態と同様、走査型のバックライト点
灯方式より、動画表示の際に生じる動きぼけを防止するとともに、入力画像の特徴量に基
づいて、バックライト光源３による同時発光領域（ある時間において同時に点灯している
バックライトの数）を可変制御することにより、ＣＲＴと同様のピーク輝度変調を実現す
るものである。
【００６５】
ここでは、バックライト光源３として、例えば図１１に示すように、走査線と平行方向（
水平方向）に配置された１６本の直下型蛍光灯ランプを用い、４本の蛍光灯ランプを１組
とする蛍光灯ランプ群３ａ～３ｄからなる４つの発光分割領域を順次切り替え点灯させる
場合について説明する。
【００６６】
ＡＰＬ検出部５で検出された入力画像の平均輝度レベルが極めて小さい場合は、図１２（
ａ）に示すように、各発光領域の蛍光灯ランプ群３ａ～３ｄにおける４本の蛍光灯ランプ
を全て点灯させながら、各々の発光領域を１フレーム周期で上から下へ順次走査させる。
すなわち、この図１２（ａ）に示す例では、ある瞬間において同時に点灯している蛍光灯
ランプの数は８本であり、同時発光領域は全画面の１／２の領域となっている。
【００６７】
次に、入力画像の平均輝度レベルがやや小さい場合は、図１２（ｂ）に示すように、各発
光領域の蛍光灯ランプ群３ａ～３ｄにおける４本の蛍光灯ランプのうち３本の蛍光灯ラン
プを選択して点灯させながら、各々の発光領域を１フレーム周期で上から下へ順次走査さ
せる。すなわち、この図１２（ｂ）に示す例では、ある瞬間において同時に点灯している
蛍光灯ランプの数は６本であり、同時発光領域は全画面の３／８の領域となっている。
【００６８】
ここで、各蛍光灯ランプ群３ａ～３ｄにおける４本の蛍光灯ランプのうち１本の蛍光灯ラ
ンプを消灯しているが、バックライト光源３と液晶表示パネル１との間に光拡散作用を有
する拡散シート（図示せず）を配置しているため、液晶表示パネル１の画面上では空間的
な輝度ムラはほとんど生じない。また、各蛍光灯ランプ群３ａ～３ｄにおける４本の蛍光
灯ランプのうち消灯する蛍光灯ランプを１フレーム毎に順次切り替えることによっても、
画面上の空間的な輝度ムラの発生を抑制している。
【００６９】
すなわち、あるフレームにおいては、各蛍光灯ランプ群３ａ～３ｄにおける４本の蛍光灯
ランプのうち上から２本目に位置する蛍光灯ランプを消灯しながら、各々の発光領域を上
から下へ順次走査した後、次のフレームでは各蛍光灯ランプ群３ａ～３ｄにおける４本の
蛍光灯ランプのうち上から３本目に位置する蛍光灯ランプを消灯しながら、各々の発光領
域を上から下へ順次走査し、さらに次のフレームでは各蛍光灯ランプ群３ａ～３ｄにおけ
る４本の蛍光灯ランプのうち最下に位置する蛍光灯ランプを消灯しながら、各々の発光領
域を上から下へ順次走査する。
【００７０】
このように、各蛍光灯ランプ群３ａ～３ｄにおける４本の蛍光灯ランプのうち消灯する蛍
光灯ランプをフレーム毎に順次切り替えることで、液晶表示パネル１の画面上における輝
度ムラをほとんど気にならない程度に抑制することが可能である。
【００７１】
また、入力画像の平均輝度レベルがやや大きい場合は、図１２（ｃ）に示すように、各発
光領域の蛍光灯ランプ群３ａ～３ｄにおける４本の蛍光灯ランプのうち２本の蛍光灯ラン
プを選択して点灯させながら、各々の発光領域を１フレーム周期で上から下へ順次走査さ
せる。すなわち、この図１２（ｃ）に示す例では、ある瞬間において同時に点灯している
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蛍光灯ランプの数は４本であり、同時発光領域は全画面の１／４の領域となっている。
【００７２】
ここでも、各蛍光灯ランプ群３ａ～３ｄにおける４本の蛍光灯ランプのうち消灯する２本
の蛍光灯ランプをフレーム毎に順次切り替えることで、液晶表示パネル１の画面上におけ
る輝度ムラをほとんど気にならない程度に抑制することが可能である。
【００７３】
さらに、入力画像の平均輝度レベルが極めて大きい場合は、図１２（ｄ）に示すように、
各発光領域の蛍光灯ランプ群３ａ～３ｄにおける４本の蛍光灯ランプのうち１本の蛍光灯
ランプを選択して点灯させながら、各々の発光領域を１フレーム周期で上から下へ順次走
査させる。すなわち、この図１２（ｄ）に示す例では、ある瞬間において同時に点灯して
いる蛍光灯ランプの数は２本であり、同時発光領域は全画面の１／８の領域となっている
。
【００７４】
ここでも、各蛍光灯ランプ群３ａ～３ｄにおける４本の蛍光灯ランプのうち消灯する３本
の蛍光灯ランプをフレーム毎に順次切り替えることで、液晶表示パネル１の画面上におけ
る輝度ムラをほとんど気にならない程度に抑制することが可能である。
【００７５】
以上のように、本実施形態においても、上記第３実施形態と同様、画像の平均輝度レベル
に応じて、同時発光領域の大きさを可変することにより、バックライトの光量（ピーク輝
度）を多段階に適宜制御することが可能となり、図２１に示したＣＲＴのピーク輝度特性
と近似した特性にて、画像を表示することができる。従って、動きぼけの防止による画質
向上に加え、ＣＲＴと同様にメリハリのある高画質を容易に実現することが可能となる。
さらに、画像の平均輝度が大きい場合は、バックライト点灯数が減少されることとなるた
め、バックライト光源の長寿命化、低消費電力化を実現することができる。
【００７６】
もちろん、本実施形態においても、蛍光灯ランプの本数や発光分割領域の数は、上記のも
のに限られるものではなく、特に直下型ＬＥＤ光源を用いた場合には、発光分割領域をき
め細かく設定して、さらに多段階のピーク輝度制御を行うことも可能である。尚、画面位
置による輝度ムラの発生を招来しないため、同時発光領域の大きさは、１フレーム毎に決
定され、１フレーム内では変化させない。
【００７７】
尚、上記実施形態においても、表示画像内容の特徴として入力画像信号の平均輝度レベル
に基づいて、バックライト光源３の同時発光領域の大きさを可変制御する場合について説
明したが、これ以外にも１フレーム内の最大輝度レベルや最小輝度レベル、輝度の発生分
布（ヒストグラム）を用いたり、またはこれらを適宜組み合わせて求めた特徴量に基づい
て、バックライト光源３における同時発光領域の大きさを可変制御しても良いことは言う
までもない。さらに、上記入力画像信号の特徴量に加えて、外光照度（周囲の明るさ）な
どの使用環境条件を用いて、バックライト光源３の同時発光領域の大きさを可変制御する
ようにしても良いことは明らかである。
【００７８】
また、上記第４実施形態は走査型のバックライト点灯方式において、入力画像信号のＡＰ
Ｌに連動して同時点灯バックライト数を可変しているが、これを全面フラッシュ型のバッ
クライト点灯方式に適用した場合を、本発明の第５実施形態として図１３とともに説明す
るが、上記第４の実施形態と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。ここで
、図１３は本実施形態の液晶表示装置における基本動作原理を説明するための説明図であ
る。
【００７９】
本実施形態の液晶表示装置は、全面フラッシュ型のバックライト点灯方式より、動画表示
の際に生じる動きぼけを防止するとともに、入力画像の特徴量に基づいて、バックライト
光源３による同時発光領域（ある時間において同時に点灯しているバックライトの数）を
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可変制御することにより、ＣＲＴと同様のピーク輝度変調を実現するものである。ここで
は、バックライト光源３として、走査線と平行方向（水平方向）に配置された１６本の直
下型蛍光灯ランプを用いた場合について説明する。
【００８０】
ＡＰＬ検出部５で検出された入力画像の平均輝度レベルが極めて小さい場合は、図１３（
ａ）に示すように、画像の書込走査が完了してから、所定の液晶応答期間だけ遅延した後
、１６本の蛍光灯ランプを全て点灯させる。すなわち、この図１３（ａ）に示す例では、
ある瞬間において同時に点灯している蛍光灯ランプの数は１６本であり、同時発光領域は
全画面領域と等しくなっている。
【００８１】
次に、入力画像の平均輝度レベルがやや小さい場合は、図１３（ｂ）に示すように、画像
の書込走査が完了してから、所定の液晶応答期間だけ遅延した後、１６本の蛍光灯ランプ
のうち１２本の蛍光灯ランプを選択して点灯させる。すなわち、この図１３（ｂ）に示す
例では、ある瞬間において同時に点灯している蛍光灯ランプの数は１２本であり、同時発
光領域は全画面の２／３の領域となっている。
【００８２】
ここで、１６本の蛍光灯ランプのうち４本の蛍光灯ランプを消灯しているが、バックライ
ト光源３と液晶表示パネル１との間に光拡散作用を有する拡散シート（図示せず）を配置
しているため、液晶表示パネル１の画面上では空間的な輝度ムラはほとんど生じない。
【００８３】
また、消灯する蛍光灯ランプを１フレーム毎に順次切り替えることによっても、画面上の
空間的な輝度ムラの発生を抑制している。このように、１６本の蛍光灯ランプのうち消灯
する蛍光灯ランプをフレーム毎に順次切り替えることで、液晶表示パネル１の画面上にお
ける輝度ムラをほとんど気にならない程度に抑制することが可能である。
【００８４】
また、入力画像の平均輝度レベルがやや大きい場合は、図１３（ｃ）に示すように、画像
の書込走査が完了してから、所定の液晶応答期間だけ遅延した後、１６本の蛍光灯ランプ
のうち８本の蛍光灯ランプを選択して点灯させる。すなわち、この図１３（ｃ）に示す例
では、ある瞬間において同時に点灯している蛍光灯ランプの数は８本であり、同時発光領
域は全画面の１／２の領域となっている。
【００８５】
ここでも、１６本の蛍光灯ランプのうち消灯する８本の蛍光灯ランプをフレーム毎に順次
切り替えることで、液晶表示パネル１の画面上における輝度ムラをほとんど気にならない
程度に抑制することが可能である。
【００８６】
さらに、入力画像の平均輝度レベルが極めて大きい場合は、図１３（ｄ）に示すように、
画像の書込走査が完了してから、所定の液晶応答期間だけ遅延した後、１６本の蛍光灯ラ
ンプのうち４本の蛍光灯ランプを選択して点灯させる。すなわち、この図１３（ｄ）に示
す例では、ある瞬間において同時に点灯している蛍光灯ランプの数は４本であり、同時発
光領域は全画面の１／４の領域となっている。
【００８７】
ここでも、１６本の蛍光灯ランプのうち消灯する４本の蛍光灯ランプをフレーム毎に順次
切り替えることで、液晶表示パネル１の画面上における輝度ムラをほとんど気にならない
程度に抑制することが可能である。
【００８８】
以上のように、本実施形態においても、上記第４実施形態と同様、画像の平均輝度レベル
に応じて、同時発光領域の大きさを可変することにより、バックライトの光量（ピーク輝
度）を多段階に適宜制御することが可能となり、図２１に示したＣＲＴのピーク輝度特性
と近似した特性にて、画像を表示することができる。従って、動きぼけの防止による画質
向上に加え、ＣＲＴと同様にメリハリのある高画質を容易に実現することが可能となる。
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さらに、画像の平均輝度が大きい場合は、バックライト点灯数が減少されることとなるた
め、バックライト光源の長寿命化、低消費電力化を実現することができる。
【００８９】
もちろん、本実施形態においても、蛍光灯ランプの本数、同時点灯ランプ数は、上記のも
のに限られるものではなく、特に直下型ＬＥＤ光源を用いた場合には、同時発光領域の大
きさをきめ細かく設定して、さらに多段階のピーク輝度制御を行うことも可能である。尚
、画面位置による輝度ムラの発生を招来しないため、同時発光領域の大きさは、１フレー
ム毎に決定され、１フレーム内では変化させない。
【００９０】
尚、上記実施形態においても、表示画像内容の特徴として入力画像信号の平均輝度レベル
に基づいて、バックライト光源３の同時発光領域の大きさを可変制御する場合について説
明したが、これ以外にも１フレーム内の最大輝度レベルや最小輝度レベル、輝度の発生分
布（ヒストグラム）を用いたり、またはこれらを適宜組み合わせて求めた特徴量に基づい
て、バックライト光源３における同時発光領域の大きさを可変制御しても良いことは言う
までもない。さらに、上記入力画像信号の特徴量に加えて、外光照度（周囲の明るさ）な
どの使用環境条件を用いて、バックライト光源３の同時発光領域の大きさを可変制御する
ようにしても良いことは明らかである。
【００９１】
さらに、本発明の第６の実施形態について、図１４及び図１５とともに説明するが、上記
第２実施形態と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。ここで、図１４は本
実施形態の液晶表示装置における基本動作原理を説明するための説明図、図１５は本実施
形態の液晶表示装置における電極駆動動作を説明するためのタイミングチャートである。
【００９２】
本実施形態の液晶表示装置は、バックライト光源を常灯状態として、１フレーム内で液晶
表示パネル１への画像表示信号の書込走査に続けて黒表示信号の書込走査（リセット走査
）を行う黒書込型により、動画表示の際に生じる動きぼけを防止するものであり、ＡＰＬ
検出部５での検出結果に基づいて、制御ＣＰＵ８が電極駆動部２による黒表示信号の書き
込みタイミングを可変制御していることを特徴とする。
【００９３】
すなわち、本実施形態においては、電極駆動部２において各走査線を画像表示のために選
択する以外に、黒表示のために再度選択するとともに、それに応じて入力画像信号及び黒
表示信号をデータ線へ供給するという一連の動作を１フレーム周期で行うことで、図１４
に示すように、あるフレーム画像表示と次のフレーム画像表示との間に黒信号を表示する
期間（黒表示期間）を発生させている。ここで、画像信号の書き込みタイミングに対する
黒表示信号の書き込みタイミング（遅延時間）を、入力画像の１フレーム内の平均輝度レ
ベル（ＡＰＬ）、すなわち画像の明るさに応じて可変する。
【００９４】
図１５は液晶表示パネル１の走査線（ゲート線）に関するタイミングチャートである。ゲ
ート線Ｙ1～Ｙ480は、タイミングを少しずらして、１フレーム周期中において、画像信号
を画素セルに書き込むために順次立ち上げられる。４８０本すべてのゲート線を立ち上げ
て、画像信号を画素セルに書き込むことで１フレーム周期が終了する。
【００９５】
このとき、画像信号の書き込みのための立ち上げから、上記入力画像の平均輝度レベルに
応じて決定される期間だけ遅延して、ゲート線Ｙ1～Ｙ480を再度立ち上げて、各画素セル
にデータ線Ｘを介して黒を表示する電位を供給する。これにより、各画素セルは黒表示状
態となる。すなわち、各ゲート線Ｙは、１フレーム周期において、異なる期間で２回高レ
ベルとなる。１回目の選択により画素セルは一定期間画像データを表示し、それに続く２
回目の選択で、画素セルは強制的に黒表示を行う。
【００９６】
このように、黒表示タイミングを可変することによって、バックライト光源３による照明
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光の１フレーム内における液晶表示パネル１の透過期間、すなわち画像表示期間を調整す
ることができ、表示画像内容に連動してバックライトの光量（ピーク輝度）を変化させる
ことが可能となる。具体的には、図２１に示したＣＲＴのピーク輝度特性と同じになるよ
うに、黒表示期間（黒書み込みタイミング）を可変制御する。
【００９７】
例えば、入力画像の平均輝度レベルが小さい場合は、各水平ラインにおける画像書き込み
タイミングに対する黒書き込みタイミングを十分遅延させる。逆に入力画像の平均輝度レ
ベルが大きい場合は、黒書き込みタイミングを早めて、各水平ラインにおける１フレーム
内の黒表示期間を増大させ、画像表示期間を短縮させる。ここで、画面位置による輝度ム
ラの発生を防止するため、各水平ラインの画像書き込みタイミングに対する黒書き込みタ
イミング（遅延時間）は、１フレーム毎に決定され、１フレーム内では変化させないこと
とする。
【００９８】
以上のように、本実施形態の液晶表示装置においては、黒書込型の表示方式を用いてイン
パルス型駆動の表示状態に近づけることで動きぼけを防止する際、表示画像内容に応じて
画像表示期間（黒表示期間）を制御しているので、動きぼけの防止による画質向上に加え
、ＣＲＴと同様にメリハリのある高画質を容易に実現することができる。尚、本実施形態
の場合においても、上記した黒書き込みタイミングに連動して、バックライト光源を消灯
することで、バックライト点灯期間を短縮して、バックライト光源の長寿命化、低消費電
力化を実現することも可能である。
【００９９】
また、本実施形態においては、表示画像内容の特徴として入力画像信号の平均輝度レベル
に基づいて、黒表示期間すなわち画像表示期間の大きさを可変制御する場合について説明
したが、これ以外にも１フレーム内の最大輝度レベルや最小輝度レベル、輝度の発生分布
（ヒストグラム）を用いたり、またはこれらを適宜組み合わせて求めた特徴量に基づいて
、画像表示期間の大きさを可変制御しても良いことは言うまでもない。さらに、上記入力
画像信号の特徴量に加えて、外光照度（周囲の明るさ）などの使用環境条件を用いて、画
像表示期間の大きさを可変制御するようにしても良い。
【０１００】
【発明の効果】
　本発明の液晶表示装置は、上記のような構成としているので、表示画像内容に応じてバ
ックライト光源の同時点灯領域の大きさを制御することにより、ピーク輝度変調による画
質向上を容易に実現することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の液晶表示装置の第１実施形態における要部概略構成を示す機能ブロック
図である。
【図２】本発明の液晶表示装置の第１実施形態における基本動作原理を説明するための説
明図である。
【図３】本発明の液晶表示装置の第１実施形態における基本動作原理を説明するための説
明図である。
【図４】本発明の液晶表示装置の第２実施形態における基本動作原理を説明するための説
明図である。
【図５】本発明の液晶表示装置の第３実施形態における基本動作原理を説明するための説
明図である。
【図６】本発明の液晶表示装置の第３実施形態におけるバックライト光源の点灯動作例を
示す要部側断面図である。
【図７】本発明の液晶表示装置の第３実施形態における照明分布の遷移例を示す概略説明
図である。
【図８】本発明の液晶表示装置の第３実施形態におけるバックライト光源の点灯動作例を
示す要部側断面図である。
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【図９】本発明の液晶表示装置の第３実施形態における照明分布の遷移例を示す概略説明
図である。
【図１０】本発明の液晶表示装置の第３実施形態における入力画像の平均輝度レベルと同
時点灯光源数との関係を示す概略説明図である。
【図１１】本発明の液晶表示装置の第４実施形態におけるバックライト光源の構成を示す
要部側断面図である。
【図１２】本発明の液晶表示装置の第４実施形態における基本動作原理を説明するための
説明図である。
【図１３】本発明の液晶表示装置の第５実施形態における基本動作原理を説明するための
説明図である。
【図１４】本発明の液晶表示装置の第６実施形態における基本動作原理を説明するための
説明図である。
【図１５】本発明の液晶表示装置の第６実施形態における電極駆動動作を説明するための
タイミングチャートである。
【図１６】従来の液晶表示装置（全面フラッシュ型）における要部概略構成を示す機能ブ
ロック図である。
【図１７】従来の液晶表示装置（全面フラッシュ型）におけるディスプレイ応答を示す説
明図である。
【図１８】従来の液晶表示装置（走査型）における液晶表示パネルに対するバックライト
光源の配設例を示す説明図である。
【図１９】従来の液晶表示装置（走査型）における各ランプの点灯／消灯タイミングの一
例を示す説明図である。
【図２０】従来の液晶表示装置（走査型）における各ランプの点灯／消灯タイミングの他
の例を示す説明図である。
【図２１】ＣＲＴとＬＣＤのピーク輝度の推移を示す説明図である。
【符号の説明】
１　液晶表示パネル
２　電極駆動部
３　バックライト光源
４　光源制御部
５　ＡＰＬ検出部
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